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【 現 行 制 度 】

助 手 講 師 助 教 授 教 授

学生を教授し、

教授及び助教 教授又は助教 教授を助ける その研究を指

授を助ける 授に準ずる 導し、又は研

究に従事する

【 新 し い 制 度 】

(新)助手 「新職」 講 師 准 教 授 教 授

(仮称）
教育研究 教育研究職

学生を教授し、支援職

教授又は准教 別紙参照 その研究を指

別紙参照 別紙参照 授（仮称）に 導し、又は研

準ずる 究に従事する

：学校教育法上、置かなければならない職として規定するもの。

：学校教育法上、置かなければならない職であるが、特別の事情がある場合に
は、置かないことができる職として規定するもの

：学校教育法上、各大学の判断により、置くことができる職として規定するもの。

資料３－２
中央教育審議会大学分科会

大学の教員組織の在り方に

関する検討委員会(第７回)
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